
窓口業務

香美市役所の

ごみ収集

し尿くみ取り

年末年始の業務について年末年始の業務について年末年始の業務について

１２月３１日（火）から１月３日（金）の４日間は、全てのごみ収集を休みます。

　代替収集を行う地区は次の表のとおりで、表にない地区の代替収集は行いません。

年末年始には、毎年多くのごみがステーションに出され、周辺住民の方がたいへん迷惑をしています。特

に生ごみ（可燃ごみ）は、犬や猫、カラスなどが食い散らかす恐れがありますので、ステーションに出さな

いようにご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】環境課　☎５３－１０６３

　　　　　　　　　　　　受込終了：～12月27日(金) 17時

　　　　　　　　　　　　受込開始：1月6日(月) 8時30分～

　くみ取りの依頼が殺到して、し尿収集運搬許可業者が

希望日までに伺えない場合がありますので、できるだけ

早い時期に業者へ依頼してください。

【問い合わせ先】香南香美衛生組合　☎５６－０１４１

　　　　　　　　　　市役所の年末年始の業務は、年末は１２月２７日（金）まで、年始は１月６日（月）から

　　　　　　　　　始まります。各種届け出や証明が必要な方は、早めの手続きをお願いします。

ただし、婚姻・出生・死亡などの戸籍に関する届け出については、常時受け付けています。

許 可 業 者 名 住 所 電 話 番 号

(有)ニホン清掃工業

(株)サニタリー

  サービスオカモト

香北清掃社

香長清掃(有)

マルナカ興業(有)

(有)土佐衛生管理

土佐山田町宝町3－2－3

土佐山田町宝町1－3－17

香北町美良布1148－1

香南市野市町西野2019－1

香南市野市町西野2064－1

香南市赤岡町376－1

☎57－2171

☎53－2651

☎59－3938

☎56－0009

☎57－1230

☎55－1992

代 替 収 集 を 行 う 地 区

土佐山田町 東１区

種　類

金属類

可燃ごみ

金属類

ビン類

ビン類

可燃ごみ

ビン類

可燃ごみ
紙類

全種類

全種類

全種類

　     収集しない日　⇒　代替収集日

　　 １月３日（金）⇒１月７日（火）

１２月３１日（火）

　　１月３日（金） 
⇒１２月３０日（月)

　　 １月１日（水）⇒１月４日（土)

　　１月１日（水）⇒１２月２８日（土）

　　１月３日（金）⇒１２月３０日（月)

１２月３１日（火）

　　１月３日（金） 
⇒１２月３０日（月)

　　１月１日（水）⇒１２月３０日（月）

１２月３１日（火） ⇒１２月３０日（月)

　　１月３日（金）⇒１２月３０日（月)

　　１月１日（水）⇒１２月３０日（月)

　　 １月３日（金）⇒１月６日（月)

山田地区：国道より北の駅前通りより東

　百石町・東本町・宮前東・北本町・前山・北本町上１
(百石町2丁目については国道より北の一部地域を除く)

楠目地区：伏原・前行・予岳・油石

　　　　　岩改 (北・南)・萩野・小川 (県道沿い)・

　　　　　永野 (吉田)・西川 (大谷・久保川・佐敷)
香北町

物部町　　　　　小川

物部町　　　　　楮佐古・神池・黒代・吹越・程野・浦山・頓定

物部町　　　　　川口 (上) ・久保中内・久保和久保

土佐山田町 西１区

山田地区：国道より北の駅前通りより西、県道前浜植野線より東

　西本町・秦山町・北組西・宮前西

土佐山田町 東２区

山田地区：国道より南の駅前通りより東

　百石町・旭町・古町 (百石町2丁目については国道より北の一部地域を含む)

楠目地区：中村・平田

明治地区：県道土佐山田・野市線より東

　八王子・小島・原東・原西・岩積

土佐山田町 西２区

山田地区：国道より北の県道前浜植野線より西

　栄町・中組・北組西・秦山町

楠目地区：植・大法寺南 ／ 新改地区：山間部以外

平山地区：山間部以外 ／ 繁藤地区

土佐山田町 山間部東3区

佐岡地区山間部：佐竹・有谷・大後入・西後入・中後入

水道管、給湯器、湯沸器などの

　　防止対策を！　　

水道管、給湯器、湯沸器などの

　　防止対策を！凍結凍結凍結

　建物の日陰にある水道管、戸外で風当たりの強い場所にある水道管、建物の外壁などに露出している水道

管、立ち上がり管など

【問い合わせ先】
上下水道局　　　　　　　☎５３－１０８６
上下水道窓口センター　　☎５３－３１１０

【問い合わせ先】
上下水道局　　　　　　　☎５３－１０８６
上下水道窓口センター　　☎５３－３１１０

注意する場所

　自然に溶けるのを待てない場合、凍った場所に

タオルなどをかけてから、触っても熱すぎない程

度の湯をゆっくりとかけてください。タオルをか

けずに直接熱湯をかけると、水道管が破裂する恐

れがあります。

　蛇口や水道管が破裂して漏水したら、メーター

ボックス内の止水栓を閉めて水を止めてください。

破損した部分にタオルやテープなどをしっかり巻

き付けて応急処置をしてから、市の指定給水装置

工事事業者に修理を依頼してください。

水道管が凍結したとき 水道管が破裂したとき

①露出している水道管には、保温材、

毛布やタオルなどを巻き付け保温して

ください。また、濡れないように、そ

の上からラップやビニールテープなど

を巻き付けて防水もしてください。

②給湯器や湯沸器は、機器の取扱説

明書に従うか、メーカーまたは販売

店にお問い合わせください。

(配管は凍結しやすいので、保温材な

どで保温してください)

③メーターボックスは、ボッ

クス内にタオルなどを入れて

保温してください。

(メーター部分は見えるよう

にしてください）

凍結を防ぐ方法

８Kami
２０２４年１２月号

　朝の冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結し、水が出なくなったり、破裂することがあり

ます。気温が氷点下４度以下になると、水道水が凍結しやすくなりますので、各家庭で凍結防

止に努めてください。

　メーターから宅内側の給水装置は、個人の所有物です。破損してしまうと、修理費用は自己

負担となりますので、ご注意ください。

　朝の冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結し、水が出なくなったり、破裂することがあり

ます。気温が氷点下４度以下になると、水道水が凍結しやすくなりますので、各家庭で凍結防

止に努めてください。

　メーターから宅内側の給水装置は、個人の所有物です。破損してしまうと、修理費用は自己

負担となりますので、ご注意ください。

「水銀を含むごみ」 を
可燃ごみに入れないでください

　水銀 (蛍光灯、乾電池、鏡、体温計など) を含

むごみが可燃ごみとして焼却され、排ガス中の水

銀濃度が基準を超えた場合、ごみ焼却施設の運転

を停止しなければいけません。停止から再開まで

の間はごみの受け入れができなくなりますので、

正しいごみの分別にご協力ください。

● ｢水銀を含むごみ｣ の出し方

　市の指定する場所に回収箱

を設置していますので、直接

持ち込んでください。

※指定の場所については環境課

　にお問い合わせください。


